


３ これまでの経緯 

令和５年３月２９日 原告からの住民票の除票の写しの請求の受領、及び審査・

返戻 

令和５年３月３１日 原告は審査請求を提起した。 

令和５年４月１２日 原告は審査請求理由の補充書を提出した。 

令和５年７月 ５日 原告は世田谷区行政不服審査会への諮問を希望しない旨

の申出書を提出した。 

令和５年９月２５日 世田谷区は、審理員意見書に基づき、「審査請求を棄却す

る。」との裁決を行った。 

令和５年１０月２日 原告は除票の却下処分を取り消すことを求めて東京地方

裁判所に訴訟を提起した。 

令和５年１０月５日 原告は「請求の趣旨の拡張申立書」を東京地方裁判所に

提出した。 

令和５年１１月２日 東京地方裁判所より和解条項案が提示された。 

 

４ 和解条項案 

（１）被告は、世田谷区長が原告から令和５年３月２７日付けでされた住民票の除票の写

しの交付請求を拒否したことは違法な対応であったことを認め、自己の権利を行使し、

又は自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がなくても、除票の

記載事項を利用する正当な理由があれば、第三者は除票の写しの交付を受けることが

できることを踏まえ、ここに、住民票等の交付事務について、今後、一層の適正さを

期するよう努めることを表明する。 

（２）原告は、被告による上記（１）の表明を受け、本訴（令和５年（行ウ）第４０５号、

同第４１１号）を提起した所期の目標を達したものとして、本訴全部を取り下げる。 

（３）原告及び被告は、本件に関し、両者間に何らの債権債務がないことを相互に確認

する。 

（４）訴訟費用は各自の負担とする。 

 

５ 区の訴訟費用について 

当該和解条項案で和解が成立した場合、実質的な区の訴訟費用は発生しない。 

 

６ 今後のスケジュール（予定） 

 令和５年１２月  和解に応ずる専決処分 

          区民生活常任委員会（専決処分の報告） 

 令和６年２月   区民生活常任委員会（予定案件の説明） 

          第１回区議会定例会本会議（専決処分の報告） 
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